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12月定例会

議
案
第
44
号

弥
富
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

国
が
定
め
る
税
・
社
会
保

障
・
大
規
模
災
害
に
関
す
る
業

務
以
外
に
市
が
条
例
で
定
め
る

こ
と
で
独
自
に
個
人
番
号
を
利

用
可
能
に
す
る
た
め
の
条
例
。

　
本
条
例
は
、
特
別
障
害
者
手

当
な
ど
の
支
給
に
関
す
る
事
務

に
個
人
番
号
の
独
自
利
用
を
可

能
に
す
る
こ
と
で
申
請
事
務
の

効
率
化
を
図
る
た
め
の
条
例
制

定
で
す
。

質
疑（
佐
藤
　
博
議
員
）

①　
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
）利
用
の
目
的
・
内
容
は
。

②　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
今

後
の
流
れ
は
。

③　
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
を

懸
念
す
る
が
、
こ
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ

リ
ッ
ト
は
。

④　
拒
否
し
た
場
合
の
罰
則
は
。

⑤　
30
年
か
ら
は
行
政
だ
け
で

な
く
金
融
機
関
に
ま
で
広
が
る

こ
と
は
問
題
が
あ
る
の
で
は
。

答
弁（
総
務
部
長
）

①　

税
・
社
会
保
障
・
災
害
対

策
の
分
野
で
効
率
的
に
情
報
管

理
し
複
数
機
関
に
存
在
す
る
個

人
の
情
報
が
同
一
人
物
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
議
案
は
、
法
律
で

定
め
る
事
務（
税
・
社
会
保
障
・

災
害
対
策
）
以
外
に
個
人
番
号

を
市
が
独
自
に
使
用
す
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
も
の
で
今
回
は

特
別
障
害
者
手
当
な
ど
の
支
給

に
関
す
る
事
務
で
あ
る
。

②　

28
年
１
月
、
個
人
番
号
カ

ー
ド
交
付
開
始（
希
望
者
の
み
）。

　

29
年
１
月
、
国
レ
ベ
ル
で
の

連
携
開
始
。

　

29
年
７
月
、
地
方
公
共
団
体

レ
ベ
ル
の
連
携
開
始
。

質
　
疑

　
12
月
定
例
会
を
11
月
30
日
か
ら
12
月
21
日
ま
で
の
22
日
間
の
会
期

で
開
催
し
ま
し
た
。

　
市
長
か
ら
初
日
に
、
弥
富
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番

号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
な
ど
15
議
案
が
提
案
さ

れ
、
さ
ら
に
中
日
に
追
加
提
案
さ
れ
た
補
正
予
算
議
案
と
と
も
に
、

所
管
の
委
員
会
に
付
託
、
審
議
し
原
案
通
り
可
決
し
ま
し
た
。

　
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て
は
初
日
に
全
会
一
致
で

推
薦
に
同
意
し
ま
し
た
。

　
最
終
日
に
は
、「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
に
対
す
る
意
見
書
」

な
ど
３
件
の
意
見
書
を
追
加
提
案
し
原
案
通
り
可
決
し
ま
し
た
。

　
各
委
員
会
で
付
託
さ
れ
た
審
議
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
レ
ポ
ー
ト

（
４
頁
）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
一
般
質
問
に
は
、
16
人
が
登
壇
し
市
政
全
般
に
つ
い
て
質
問
し
ま

し
た（
６
頁
～
）。

　 

月 

定
例
会
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30
年
10
月
以
降
、
民
間
利
用

開
始
（
た
だ
し
、
内
容
の
詳
細

は
未
定
）。

③　

国
は
３
つ
の
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
と
し
、
負
担
を
不
当
に
免

れ
る
こ
と
、
給
付
を
不
正
に
受

給
す
る
こ
と
の
防
止
が
可
能
と

な
る
（
公
平
・
公
正
な
社
会
の

実
現
）、
国
民
の
負
担
の
軽
減

（
申
請
書
類
の
削
減
）が
可
能
と

な
り
国
民
の
利
便
性
の
実
現
、

複
数
業
務
の
連
携
が
進
み
、
作

業
の
重
複
化
の
回
避
（
自
治
体

業
務
の
効
率
化
）。

　

デ
メ
リ
ッ
ト
は
個
人
情
報
の

外
部
漏
え
い
、
不
正
利
用
、
国

に
よ
る
様
々
な
個
人
情
報
の
一

元
管
理
化
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

④　

罰
則
は
な
い
。

　

ま
た
、
申
請
時
の
番
号
の
必

要
性
を
説
明
す
る
が
未
記
入
の

ま
ま
で
あ
っ
て
も
受
理
す
る
。

答
弁（
市
長
）

⑤　

様
々
な
懸
念
事
項
は
あ
る

も
の
の
、
住
民
の
利
便
性
と
行

政
の
効
率
化
を
追
求
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

質
疑（
三
宮
議
員
）

　
住
民
が
制
度
を
十
分
理
解
さ

れ
な
い
ま
ま
で
は
混
乱
が
生
じ

る
。
職
員
に
市
民
の
利
益
を
優

先
に
し
た
立
場
で
応
対
を
す
る

こ
と
は
可
能
か
。

答
弁（
民
生
部
長
）

　

こ
れ
ま
で
の
他
の
実
務
同

様
、
課
内
で
統
一
し
た
見
解
で

取
り
組
ん
で
い
く
。

答
弁（
市
長
）

　

住
民
に
不
利
益
が
生
じ
る
こ

と
の
無
い
よ
う
し
て
い
か
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。

反
対
討
論（
三
宮
議
員
）

　

住
民
全
員
に
通
知
が
完
了
す

る
目
処
が
た
た
な
い
ま
ま
、
政

府
は
29
年
１
月
か
ら
通
知
カ

ー
ド
の
交
付
を
予
定
し
て
い
る
。

　

カ
ー
ド
を
紛
失
す
れ
ば
個
人

情
報
が
漏
え
い
す
る
リ
ス
ク
の

極
め
て
高
い
も
の
で
あ
る
に
も

拘
ら
ず
政
府
は
交
付
す
る
こ
と

ば
か
り
を
考
え
国
民
の
不
信
は

募
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　

29
年
１
月
か
ら
の
実
施
を

延
期
し
、
制
度
の
危
険
性
を
検

証
、
再
点
検
し
廃
止
に
向
け
見

直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
反
対
す
る
。

　

な
お
、
議
案
第
46
号　

弥
富

市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

討
　
論


